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東京電力電気料金値上げに対する委任状は、多勢の方々

のご賛同を得て都内1 9 8件（会員：1 3 4件、非会員：6 4件）、

都外1 0 8件の計3 0 6件が集まりました。平成2 4年6月2 2日付

で法律事務所から東電に対し、委任の受任通知を行なった

ところ、7月1 0日付で東電から法律事務所に回答が届きま

した。東電の回答の中に「電気受給契約」に基づく契約の

特定願いがあり、現在対応中です。

会員病院現況調査は、現段階で3 1 5病院（9 0％）から施

設表の提供がありました。

未提出の病院に対しては、引き続き提供をお願いしてい

るところです。ご協力をお願い致します。最終的な集計に

関しては、総務委員会で検討中です。

例年行われている平成2 5年度東京都への予算要望の原案

については、理事会において承認されました。7月2 0日ま

でに最終確認を行った上で、東京都医師会に提出すること

としました。

今年度の経営塾は、9月開催の全日本病院協会学会を配

慮して、1 0月スタートの開校となります。開始が遅れた分

は、3月に2回開催し、年度内に全1 1回の開催を予定してお

ります。詳細は後日ご案内致します。

院内の幹部や幹部候補の積極的な参加をご検討下さい。

理事会報告（7月）

本
紙
六
月
号
で
既
報
の
通
り
、
東
京
電
力

の
電
気
料
金
値
上
げ
に
対
し
て
は
、
当
協
会

の
呼
び
か
け
に
呼
応
し
て
多
く
の
医
療
機
関

か
ら
弁
護
士
へ
の
委
任
状
が
集
ま
っ
て
お

り
、
そ
の
数
は
七
月
十
三
日
現
在
で
三
百
六

通
に
上
っ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
四
年
六
月

二
十
二
日
付
で
、
弁
護
士
よ
り
東
京
電
力
に

対
し
受
任
通
知
を
発
信
し
、
七
月
十
日
、
東

京
電
力
か
ら
の
回
答
書
が
届
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
い

た
し
ま
す
。

六
月
二
十
二
日
時
点
で
の
委
任
状
は
二
百

五
十
四
通
（
電
気
供
給
契
約
数
三
百
六
十
九

契
約
）
で
あ
り
、
同
日
、
弁
護
士
か
ら
東
京

電
力
宛
に
受
任
通
知
を
発
信
い
た
し
ま
し
た

（
七
月
二
十
日
、
追
加
の
二
十
八
通
分
に
つ

い
て
の
受
任
通
知
を
発
信
）。

六
月
二
十
二
日
付
の
受
任
通
知
の
内
容

は
、
①
委
任
を
受
け
た
こ
と
の
通
知
と
、
②

継
続
的
供
給
契
約
で
あ
る
電
気
需
給
契
約
に

つ
い
て
は
、
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
な

い
限
り
、
東
京
電
力
の
一
方
的
な
意
思
表
示

に
よ
っ
て
、
契
約
の
更
新
を
拒
絶
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
特
に
電
力
事
業
に
つ
い
て
事
実

上
貴
社
の
独
占
状
態
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
契
約
更
新
を
拒
絶
す
る
た
め
に
求
め
ら

れ
る
合
理
的
な
理
由
の
程
度
は
、
高
度
な
も

の
が
必
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
③
東
京
電

力
か
ら
は
、
電
気
料
金
の
値
上
げ
を
行
う
合

理
性
に
つ
い
て
す
ら
具
体
的
な
説
明
が
な
さ

れ
て
い
な
い
状
況
下
で
は
、
従
前
の
電
気
受

給
契
約
が
継
続
し
て
お
り
、
東
京
電
力
は
依

頼
人
に
対
し
電
気
の
供
給
を
行
う
義
務
が
あ

る
こ
と
、
④
依
頼
人
と
し
て
は
、
従
前
の
電

気
受
給
契
約
に
基
づ
い
た
電
気
料
金
に
つ
い

て
は
、
使
用
量
に
応
じ
て
支
払
う
意
思
が
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
⑤
本
件
に
関
し
て
は
各
依

頼
人
と
東
京
電
力
の
各
事
業
所
の
担
当
者
で

個
別
に
協
議
・
交
渉
を
行
う
こ
と
な
く
、
本

件
に
関
す
る
一
切
の
連
絡
お
よ
び
交
渉
窓
口

を
弁
護
士
に
一
本
化

す
る
旨
の
要
請
で
す
。

東
京
電
力
の
回
答

書
で
は
、
電
気
料
金

値
上
げ
に
関
す
る
お

願
い
の
理
由
等
に
つ

い
て
、
①
総
合
特
別

事
業
計
画
に
基
づ
き
、

さ
ら
に
徹
底
し
た
経
営
合
理
化
に
取
り
組

み
、
最
大
限
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
に
努
め
て
も
燃

料
費
等
の
コ
ス
ト
増
分
を
賄
い
、
深
刻
な
経

営
状
況
を
解
消
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な

状
況
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
た
び
の
電
気
料
金

値
上
げ
の
お
願
い
に
つ
い
て
は
、
日
本
医
師

会
を
は
じ
め
複
数
の
医
療
関
係
団
体
に
対
し

て
、
都
度
、
値
上
げ
の
理
由
と
経
営
合
理
化

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
き
た
こ
と
、

②
今
回
の
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
つ
い
て

は
、
従
前
の
契
約
と
同
一
条
件
で
の
継
続
で

は
な
く
、
「
別
段
の
意
思
表
示
」
に
基
づ
い

て
、
新
し
い
電
気
料
金
に
よ
る
契
約
を
お
願

い
し
た
い
こ
と
、
従
っ
て
、
従
前
の
電
気
需

給
契
約
に
基
づ
く
料
金
の
請
求
は
で
き
な
い

こ
と
等
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
、
弁
護
士
か
ら
七
月
二
十
四

日
付
で
「
通
知
書
兼
質
問
及
び
要
望
書
」
を

発
信
い
た
し
ま
し
た
。
主
張
は
以
下
の
三
点

で
す
。

①
東
京
電
力
の
電
気
供
給
義
務
に
つ
い
て

継
続
的
供
給
契
約
に
つ
い
て
は
、
供
給
者

が
恣
意
的
に
取
引
の
打
ち
切
り
を
す
る
こ
と

は
需
要
者
に
多
大
な
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
な
理
由
が
認
め

ら
れ
な
い
限
り
、
契
約
の
更
新
を
拒
絶
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
判
例
で
も
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

付
の
公
正
取
引
委
員
会
の
注
意
で
も
、
東
京

電
力
の
供
給
区
域
に
お
け
る
電
力
事
業
に
つ

い
て
は
事
実
上
、
同
社
が
独
占
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
電
気
供
給
契
約
の
更
新
拒
絶
に
つ

い
て
は
高
度
な
合
理
性
が
必
要
で
あ
る
。

②
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
関
す
る
東
京
電

力
の
説
明
責
任
に
つ
い
て

公
正
取
引
委
員
会
は
、
東
京
電
力
が
優
越

的
地
位
に
あ
る
こ
と
を
認
定
し
、
電
気
料
金

の
引
上
げ
等
の
取
引
条
件
の
変
更
に
あ
た
っ

て
は
、
当
該
条
件
を
提
示
し
た
理
由
に
つ
い

て
必
要
な
情
報
を
十
分
に
開
示
し
た
う
え
で

説
明
す
る
な
ど
し
て
、
優
越
的
地
位
の
濫
用

に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
東
京
電
力
か
ら
の
説
明
は
い
ま
だ
に
必

要
な
情
報
を
十
分
に
開
示
し
た
上
で
の
説
明

【
経
過
報
告
】

東
京
電
力
電
気
料
金
値
上
げ
へ
の
対
応
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

二
百
五
十
四
通
分
の
「
受
任
通
知
」
を
東
京
電
力

に
提
出

総
務
委
員
会
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一
、
は
じ
め
に

先　
進　
各　
国　
に　
遅　
れ　
を　
取　
る　
こ　
と　
数　
年　
、　
わ　

が　
国　
で　
も　
平　
成　
二　
十　
二　
年　
に　
小　
児　
ト　
リ　
ア　
ー　

ジ　
加　
算　
三　
十　
点　
が　
定　
め　
ら　
れ　
た　
。　
平　
成　
二　
十　

四　
年　
度　
診　
療　
報　
酬　
改　
定　
で　
は　
一　
定　
の　
基　
準　
を　

と
な
っ
て
い
な
い
中
、
電
気
料
金
値

上
げ
要
請
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

③
医
療
機
関
の
特
殊
性
に
つ
い
て

医
療
機
関
の
診
療
報
酬
は
価
格
公

定
性
で
あ
り
、
各
医
療
機
関
は
電
気

料
金
の
値
上
分
を
患
者
に
対
し
て
転

嫁
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
電
気
料
金

値
上
げ
が
直
接
、
医
療
機
関
の
経
営

を
圧
迫
す
る
こ
と
か
ら
、
電
気
料
金

値
上
げ
要
請
に
つ
い
て
安
易
に
応
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

ま
た
、
書
面
の
中
で
は
、
上
記
の

主
張
を
基
礎
と
し
て
、
電
気
料
金
の

値
上
げ
要
請
の
根
拠
に
つ
い
て
８
点

の
具
体
的
な
質
問
を
し
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
説
明
資
料
を
送
付
し
て
い

た
だ
き
た
い
旨
の
要
請
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
継
続
的
供
給
契

約
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京

電
力
の
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
り

電
気
需
給
契
約
の
更
新
を
拒
絶
で
き

る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法

的
見
解
を
示
す
よ
う
に
質
問
を
投
げ

か
け
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
従
前
の
電
気
需
給
契
約

が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、

従
前
の
契
約
に
基
づ
い
た
請
求
書
を

各
医
療
機
関
に
送
付
し
て
頂
き
た
い

旨
の
要
請
を
行
い
、
請
求
書
を
送
付

し
て
頂
け
れ
ば
、
支
払
期
日
ま
で
に

所
定
の
電
気
料
金
を
支
払
う
旨
の
通

知
を
し
て
お
り
ま
す
。

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
今
後
も

引
き
続
き
状
況
の
ご
報
告
を
い
た
し

ま
す
。

満　
た　
す　
院　
内　
ト　
リ　
ア　
ー　
ジ　
実　
施　
料　
は　
百　
点　
に　

引　
き　
上　
げ　
ら　
れ　
、　
そ　
の　
対　
象　
も　
小　
児　
か　
ら　
全　

年　
齢　
へ　
拡　
大　
さ　
れ　
た　
こ　
と　
は　
記　
憶　
に　
新　
し　
い　
。　

ト
リ
ア
ー
ジ
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
選
別
」

を
意
味
し
、
元
々
は
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
選
別
に

使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
災
害
な
ど
の
多
数

傷
病
者
発
生
時
に
は
、
限
り
あ
る
医
療
資
源

を
有
効
活
用
し
最
大
限
の
救
命
効
果
を
得
る

事
が
必
要
で
あ
り
、
緊
急
度
に
応
じ
初
期
救

護
・
搬
送
な
ど
の
決
定
を
行
う
「
災
害
ト
リ

ア
ー
ジ
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
欧
米
各
国
で
は
院
内
救

急
部
門
に
お
い
て
も
、
緊
急
度
に
応
じ
て
直

受
付
順
の
診
療
で
は
な
く

緊
急
度
に
よ
る
診
療
順
決
定
が
不
可
欠

小
児
救
急
医
療
に
お
け
る

院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
の
運
用
経
験

独
立
行
政
法
人
　
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

総
合
診
療
部
　
境
野
　
高
資
氏

す
で
に
、
ご
存
知
の
よ
う
に
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
へ
の
患
者
集
中
を
防
ぐ
た
め
に
、
厚
生

労
働
省
は
、
二
〇
一
〇
年
度
（
平
成
二
十
二
年
）
改
定
で
小
児
救
急
患
者
に
対
す
る
院
内
ト

リ
ア
ー
ジ
加
算
（
三
十
点
）
を
新
設
し
ま
し
た
。
以
来
、
小
児
患
者
へ
の
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ

を
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
の
約
八
十
六
％
が
、
対
象
年
齢
を
制
限
せ
ず
に
実
施
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
年
齢
制
限
な
く
ト
リ
ア
ー
ジ
を
行
う
有
益
性
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

二
〇
一
二
年
度
（
平
成
二
十
四
年
）
改
定
で
は
、
全
年
齢
層
の
夜
間
・
深
夜
・
休
日
の
救
急

外
来
受
診
者
に
対
す
る
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
へ
の
評
価
と
し
て
「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
実
施
料

（
初
診
時
に
百
点
）
」
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
救
急
外
来
そ
の
も
の
を
直
接
的

に
評
価
す
る
初
め
て
の
診
療
報
酬
で
、
新
設
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
も
の
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
救
急
部
門
に
お
け
る
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
（
患
者
ト
リ
ア
ー
ジ
）
に
は
、
こ
れ
ま

で
統
一
的
に
標
準
化
さ
れ
た
指
標
が
な
く
、
個
々
の
医
師
、
看
護
師
ら
の
経
験
と
知
識
に
基

づ
い
た
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
下
、
小
児
救
急
医
療
に

お
け
る
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
に
積
極
的
に
取
組
ん
で
来
た
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
一

事
例
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。
今
回
新
設
さ
れ
た
「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
実
施
料
」
を
契
機
に

救
急
部
門
に
お
け
る
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
の
あ
り
方
を
構
築
す
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

境野　高資氏
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要
と
さ
れ
る
。
ト
リ
ア
ー
ジ
は
、
院
内
の
統

一
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
客
観
的
に

評
価
さ
れ
れ
ば
な
ら
ず
、
一
部
の
経
験
あ
る

医
師
・
看
護
師
の
主
観
的
判
断
で
行
わ
れ
る

べ
き
も
の
で
も
な
い
。
ト
リ
ア
ー
ジ
に
よ
る

不
具
合
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
は
院
内
シ
ス

テ
ム
の
問
題
と
し
て
対
処
・
改
善
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ト
リ
ア
ー
ジ
の
最
終

責
任
は
院
長
に
あ
り
、
個
々
の
担
当
ト
リ
ア

ー
ジ
ナ
ー
ス
に
責
任
の
所
在
を
求
め
て
は
な

ら
な
い
。

ト
リ
ア
ー
ジ
未
実
施
・
実
施
済
患
者
が
混

在
す
る
事
態
を
避
け
る
た
め
、
ト
リ
ア
ー

ジ
・
ル
ー
ム
を
通
過
し
な
い
と
待
合
に
入
れ

な
い
導
線
の
確
保
が
理
想
で
あ
る
。
ま
た
、

ト
リ
ア
ー
ジ
・
ル
ー
ム
に
は
患
者
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
構
造
が
求
め
ら
れ
る
。

ト
リ
ア
ー
ジ
ナ
ー
ス
の
役
割
は
、
緊
急
度
判

断
の
み
で
終
わ
ら
な
い
。
緊
急
度
の
高
い
患

者
に
対
し
医
師
に
引
継
ぐ
ま
で
の
一
次
救
命

処
置
を
含
め
た
対
応
を
行
い
、
緊
急
度
の
高

く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
も
定

期
的
な
再
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
や
迅
速
血
糖
測
定
に

必
要
な
器
具
一
式
に
加
え
、
緊
急
コ
ー
ル
、

酸
素
、
吸
引
な
ど
の
設
備
は
必
須
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
児
ト
リ
ア
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
麻

疹
・
水
痘
な
ど
流
行
性
疾
患
が
疑
わ
れ
る
患

者
を
そ
の
他
の
患
者
と
接
触
さ
せ
な
い
よ
う

な
配
慮
も
必
要
と
さ
れ
る
。

四
、
ト
リ
ア
ー
ジ
の
プ
ロ
セ
ス

緊　
急　
度　
判　
断　
は　
、　
第　
一　
印　
象　
（　
ス　
テ　
ッ　
プ　

一　
）　、　
分　
類　
表　
（　
ス　
テ　
ッ　
プ　
二　
）　、　
バ　
イ　
タ　
ル　

サ　
イ　
ン　
（　
ス　
テ　
ッ　
プ　
三　
）　
と　
い　
う　
手　
順　
で　
行　

わ　
れ　
る　
。　【　
図　
一　
】　
各　
ス　
テ　
ッ　
プ　
で　
速　
や　
か　
に　

「　
蘇　
生　
」　
及　
び　
「　
緊　
急　
」　
に　
該　
当　
す　
る　
患　
者　
を　

早　
期　
に　
抽　
出　
す　
る　
こ　
と　
が　
重　
要　
で　
あ　
る　
。　

（
一
）
ス
テ
ッ
プ
一

第
一
印
象

意
識
・
呼
吸
・
皮
膚
色
の
三
要
素
を
も
と

に
、
数
秒
以
内
で
そ
の
患
者
の
大
ま
か
な
全

身
状
態
を
把
握
す
る
。
危
急
的
な
状
態
、
す

な
わ
ち
「
要
蘇
生
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合

（
蘇
生
ト
リ
ア
ー
ジ
）
は
ト
リ
ア
ー
ジ
を
中

止
し
、
応
援
要
請
を
行
い
つ
つ
一
次
救
命
処

置
を
開
始
す
る
。
ぐ
っ
た
り
し
て
元
気
が
な

い
、
傾
眠
な
ど
、
「
不
良
」
と
判
断
し
た
場

合
（
緊
急
ト
リ
ア
ー
ジ
）
、
ト
リ
ア
ー
ジ
を

い
っ
た
ん
中
止
し
、
早
急
に
診
察
が
開
始
さ

れ
る
よ
う
調
整
を
行
い
な
が
ら
、
酸
素
投

与
・
モ
ニ
タ
ー
装
着
・
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
測

定
を
行
う
。

全
身
状
態
が
「
良
好
」
と
判
断
さ
れ
れ
ば

ス
テ
ッ
プ
二
に
進
む
。
性
急
な
接
触
は
、
子

ど
も
を
動
揺
さ
せ
、
そ
の
後
の
評
価
を
難
し

く
す
る
。
ま
た
、
泣
か
せ
る
こ
と
で
呼
吸
状

態
を
悪
化
さ
せ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
ま
ず
は

患
者
に
触
れ
る
前
に
迅
速
か
つ
多
く
の
情
報

を
取
る
努
力
が
重
要
で
あ
る
。

（
二
）
ス
テ
ッ
プ
二

分
類
表

常　
に　
症　
状　
か　
ら　
予　
測　
さ　
れ　
る　
緊　
急　
度　
の　
高　

い
病
態
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
。

【　
表　
一　
】　
に　
代　
表　
さ　
れ　
る　
主　
訴　
を　
含　
め　
た　
病　
歴　

を　
数　
分　
以　
内　
で　
聴　
取　
す　
る　
。　
同　
時　
に　
焦　
点　
を　

絞　
っ　
た　
身　
体　
の　
観　
察　
を　
行　
う　
。　
保　
護　
者　
と　
小　

児　
患　
者　
の　
両　
者　
か　
ら　
主　
観　
的　
情　
報　
を　
引　
き　
出　

し　
整　
理　
す　
る　
。　
し　
か　
し　
「　
主　
訴　
と　
病　
態　
が　
一　

致　
し　
な　
い　
ケ　
ー　
ス　
」　
や　
、　「　
病　
態　
と　
保　
護　
者　
の　

考　
え　
る　
ス　
ト　
ー　
リ　
ー　
が　
異　
な　
る　
ケ　
ー　
ス　
」　
が　

存　
在　
す　
る　
こ　
と　
も　
あ　
り　
注　
意　
を　
要　
す　
る　
。　

施
設
内
で
統
一
さ
れ
た
分
類
表
【
表
二
】

を
用
い
、
緊
急
度
判
断
を
行
う
。

蘇
生
・
緊
急
ト
リ
ア
ー
ジ
と
判
断
さ
れ
た

場
合
、
ス
テ
ッ
プ
一
に
沿
っ
た
対
応
を
行
う
。

そ
の
他
の
場
合
は
ス
テ
ッ
プ
三
に
進
む
。

（
三
）

ス
テ
ッ
プ
三

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
測

定
測
定
さ
れ
た
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
が
正
常
値

か
ら
逸
脱
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
程
度
に
応
じ

て
ト
リ
ア
ー
ジ
区
分
を
決
定
す
る
。
小
児
で

は
年
齢
・
発
達
に
応
じ
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の

正
常
値
は
異
な
る
た
め
、
評
価
表
【
表
三
】

な
ど
を
作
成
し
て
お
く
方
が
簡
便
で
あ
る
。

患
者
の
安
静
度
、
発
熱
、
啼
泣
、
疼
痛
、
動

揺
な
ど
は
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
を
修
飾
す
る
こ

と
が
あ
り
注
意
を
要
す
る
。

五
、
ト
リ
ア
ー
ジ
の
原
則

ト
リ
ア
ー
ジ
は
、
救
急
患
者
の
来
院
か
ら

ち
に
医
療
介
入
を
要
す
患
者
群
と
待
機
で
き

る
患
者
群
に
分
け
る
た
め
の
方
略
と
し
て

「
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
」
が
発
展
し
て
き
た
。

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、

当
セ
ン
タ
ー
）
で
は
平
成
十
四
年
の
開
設
時

よ
り
、
カ
ナ
ダ
の

を
参
考
に
独
自

の
院
内
小
児
救
急
ト
リ
ア
ー
ジ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
策
定
し
運
用
し
て
き
た
。
そ
の
経
験
を

も
と
に
、
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
の
運
用
の
実
際

に
つ
き
概
説
す
る
。

二
、
ト
リ
ア
ー
ジ
が
な
ぜ
必
要
か

わ
が
子
が
急
病
や
突
然
の
事
故
に
見
舞
わ

れ
た
と
き
、
多
く
の
保
護
者
は
慌
て
ふ
た
め

く
。
明
ら
か
な
育
児
不
安
で
あ
れ
ば
電
話
応

対
で
対
処
可
能
な
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

自
ら
正
確
な
症
状
を
訴
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
小
児
で
は
、
一
般
的
に
保
護
者
の
訴
え
の

み
か
ら
病
態
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
主
訴
に
限
ら
ず
全
て

の
小
児
救
急
患
者
を
二
十
四
時
間
三
百
六
十

五
日
受
け
入
れ
、
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
に
よ
り

緊
急
度
の
判
断
を
行
い
、
緊
急
度
に
応
じ
た

救
急
診
療
を
展
開
し
て
き
た
。「
い
つ
で
も
、

誰
で
も
、
常
に
」
受
け
入
れ
る
と
い
う
体
制

は
、
地
域
の
小
児
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
に
大

き
な
安
心
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
自
負
し
て

い
る
。
し
か
し
、
受
け
入
れ
た
患
者
全
て
に

遅
延
な
く
精
度
の
高
い
診
療
を
行
う
こ
と
は

不
可
能
で
あ
り
、
限
ら
れ
た

物
的
・
人
的
医
療
資
源
の
中

で
は
、
優
先
順
位
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
。
隠
れ
た
緊
急

患
者
を
迅
速
に
見
出
し
、
待

合
室
で
の
急
変
を
防
ぐ
に
は
、

受
け
付
け
順
の
診
療
で
は
な

く
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
た
緊
急
度
に
よ

る
診
療
順
決
定
が
不
可
欠
で

あ
る
。

三
、
ト
リ
ア
ー
ジ
シ
ス
テ

ム
の
運
用

ト
リ
ア
ー
ジ
の
目
的
は

「
診
察
す
る
診
療
科
の
決
定
」

や
「
診
断
」
で
は
な
く
、
病

態
の
「
緊
急
度
」
判
断
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
急
激
な
悪

化
の
可
能
性
が
あ
る
病
態
を

早
期
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
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十
五
分
以
内
に
行
わ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

し
か
し
多
数
患
者
の
同
時
来
院
な
ど
、
ト
リ

ア
ー
ジ
待
ち
と
い
う
事
態
が
発
生
す
る
場
合

も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
ま
ず
全
患
者

の
第
一
印
象
の
把
握
に
努
め
、
第
一
印
象
が

不
良
も
し
く
は
不
良
の
可
能
性
が
高
い
患
者

よ
り
ト
リ
ア
ー
ジ
を
開
始
す
る
。
ベ
ビ
ー
カ

ー
や
お
く
る
み
な
ど
に
よ
り
第
一
印
象
が
容

易
に
把
握
で
き
な
い
患
者
に
注
意
す
る
。

緊
急
度
判
断
に
迷
う
場
合
は
、
複
数
の
ス

タ
ッ
フ
で
確
認
す
る
。
ま
た
オ
ー
バ
ー
ト
リ

ア
ー
ジ
は
容
認
す
る
。
ア
ン
ダ
ー
ト
リ
ア
ー

ジ
は
患
者
の
不
利
益
に
直
結
す
る
の
で
、
自

身
の
経
験
等
を
基
準
に
「
よ
り
軽
傷
に
判
断

す
る
」
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
。

症
例
を
蓄
積
し
施
設
の
経
験
を
も
と
に
ト

リ
ア
ー
ジ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
再
評
価
・
改
定

す
る
こ
と
で
、
院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
シ
ス
テ
ム

の
精
度
は
増
し
て
い
く
。
こ
の
た
め
に
は
症

例
検
討
会
や
ト
リ
ア
ー
ジ
部
会
を
正
規
業
務

の
一
環
と
し
て
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
国
立
成
育
医
療
研

究
セ
ン
タ
ー
救
急
セ
ン
タ
ー
副
看
護
師
長
・

小
児
救
急
看
護
認
定
看
護
師

林

幸
子
氏
に

多
く
の
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に

感
謝
の
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


